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98 教育委員会表彰の見直し 管理課

99 踏切管理事業（小林作業場踏切）の廃止 維持管理課

100 小規模小学校合同修学旅行補助の廃止 管理課

101 小規模中学校合同修学旅行補助の廃止 管理課

102 ジュニアスキー教室の廃止 社会教育課

103 ナイタースキー教室の廃止 社会教育課

104 親子自然体験・環境教育推進事業の廃止 社会教育課

ⅱ民間主体へ移行、 105 戦没者追悼式の見直し 福祉課

　又は移行を検討す 106 機能訓練事業の見直し 福祉課

　るサービス 107 住民参加型閉じこもり予防事業の見直し 福祉課

108 鯉のぼり設置事業の見直し 商工課

109 生産調整円滑化推進事業の移行 農林課

ⅲ民間による主体的 110 町が事務局を担っている団体のあり方の検討 関係各課

　取り組みの促進 111 団体への町の単独補助金の見直し 総務課・財政課・企画課・関係各課

112 行政推進員制度の見直し 総務課

26 資源回収奨励事業（再掲） 環境対策課

113 緑の少年団の育成 農林課

23 青少年活動センターへの支援（再掲） 福祉課

28 歯の健康プラザへの活動支援（再掲） 福祉課

21 医療大学連携セミナー”当別学講座”の推進（再掲） 社会教育課

29 町民自主企画講座の推進（再掲） 社会教育課

9 文化活動等の拠点づくりでの協働の取り組み(再掲) 企画課

30 フィルムコミッションへの支援の検討（再掲） 商工課

(4)公共事業の見直し ⅰ新規の施設建設事業の抑制 114 新規の施設建設事業の抑制 関係各課

　 ⅱ事業内容、事業期 115 事業内容、事業期間等の見直し 関係各課

　間等の見直し 116 道営土地改良事業（広域・農免・一般農道整備事業）の見直し 農林課

117 当別幸町土地区画整理事業のコスト縮減と補助制度の有効活用 都市計画課

(1)行政組織の見直し ⅰ行政組織の統廃合 118 部・課の統廃合 総務課

　 119 係の統廃合 総務課

120 職制の見直し 総務課

121 事務決裁規程等の見直し 総務課

122 電算システム開発管理部署の充実 情報課

123 定期的な組織の見直し 総務課

ⅱ組織の弾力化（効率的な 124 スタッフ制の検討 総務課・関係各課

   ラインとスタッフの構築) 125 変則的勤務形態の検討 総務課・関係各課

(2)定員管理の見直し ⅰ定員管理適正化計 126 定員管理適正化計画の策定 総務課

 　画の策定 127 早期希望退職制度の拡大 総務課

128 中途採用制度の検討 総務課

129 嘱託職員の活用 総務課・関係各課

(3)職員の意識改革 ⅰ職員研修の計画的 130 各種研修事業の活用 総務課

 　実施 131 人事交流事業の推進 総務課

ⅱ職員の意識改革 132 自己啓発の促進 総務課

133 自己申告制度の実施　平成16年度実施済み 総務課

(4)人件費の抑制 ⅰ特別職の給与抑制 134 特別職の給与抑制　特別職期末手当の縮減 総務課

ⅱ職員の給与抑制 135 職員の給与抑制　職員期末手当の縮減 総務課

136 管理職手当の削減の継続 総務課

137 時間外勤務手当の縮減　平成16年度実施 総務課

138 特殊勤務手当の見直し 総務課

139 退職手当の抑制 総務課

140 高齢職員対策 総務課

ⅲ新規職員の採用抑制 141 新規職員の採用抑制 総務課

３
行
政
組
織
の
見
直
し
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(1)歳入確保に向けた ⅰ町税等収入の確保 142 町税の収納率の向上 納税課

　 取り組み （公平負担の原則） 143 徴収体制の強化 納税課

144 嘱託徴収専門員の活用 納税課

145 滞納処分の実施 納税課

146 町税滞納者に対する行政サービス制限 納税課・関係各課

147 徴収部門の連携強化 納税課・関係各課

148 都市計画税の新地区賦課 都市計画課・税務課

149 国民健康保険税の税率の見直し 住民生活課

ⅱ受益者負担の適正化 150 使用料等の見直し 財政課・関係各課

　(使用料等の見直し) 151 減免制度の見直し 財政課・関係各課

　 152 下水道使用料の改定 下水道課

153 ごみの有料化の検討 環境対策課

ⅲ未利用町有財産等の処分 154 町有財産の処分 財政課・関係各課

(2)経常収支比率の改善 ⅰ経常収支比率の改善 155 経常一般財源の確保（目標１億円で▲1.5%） 財政課・関係各課

 　 156 経常経費の抑制（目標１億円で▲1.5%） 財政課・関係各課

(3)公債費管理の適正化 ⅰ公債費負担の適正化 157 長期借入金の抑制 財政課

　 　 158 公債費の抑制 財政課

159 政府資金等の借換 財政課

160 一時借入の抑制 財政課

ⅱ債務負担行為の抑制 161 債務負担行為の抑制 財政課

(4)基金の確保 ⅰ各種基金の積立 162 財政調整基金の積立 財政課

４
財
政
基
盤
の
健
全
化
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２２  当当別別町町行行財財政政シシスステテムム再再構構築築ププラランンのの策策定定経経過過  

当別町行財政システム再構築プラン策定検討会議 

 
 
 
 
 
 
 
ワークショップ        〔コーディネーター（調整役） 江口正尊 北海道医療大学歯学部教授〕 

 
 
 

年月日 内  容 

平成 16年 10月 19日 第１回会議 

座長・副座長選出、プランの策定趣旨、プラン基本方針（素案）について 

    11 月 19 日 第 2 回会議 

ワークショップ・グループインタビュー実施結果報告、プラン基本方針（素案）の検討 

12 月 7 日 第 3 回会議 

プラン策定検討会議における意見概要報告（基本方針関係）、プラン実施計画（素案）の検討 

12 月 20 日 第 4 回会議 

パブリックコメント実施概要報告、プラン実施計画（素案）の検討 

平成 17 年 1 月 27 日 第 5 回会議 

パブリックコメント実施結果報告、プラン実施計画（素案）の検討、委員によるフリートーキング 

2 月 16 日 第 6 回会議 

プラン（原案）の検討、プランへの提言の取りまとめ 

3 月 25 日 第 7 回会議 

住民説明会実施結果報告、プラン（最終案）の検討 

年月日 内  容 

平成 16 年 9 月 10 日 第 1 回会議 

プランの策定趣旨、住民参画（パブリックインボルブメント）、ワークショップのテーマ、スケジ

ュールについて 

    9 月 30 日 第 2 回会議 

グループ分け、グループ別検討 

 Ａグループテーマ「地域づくりと人づくり」    （9月30日 10月8日 11月10日） 

 Ｂグループテーマ「住民参画とボランティア」   （9月30日 10月22日 11月10日）

 Ｃグループテーマ「民間と行政の役割分担」     （9月30日 10月13日 11月10日）

 Ｄグループテーマ「快適で住みやすい町づくり」 （9月30日 11月10日） 
11 月 10 日 第 3 回会議 

グループ別検討 
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グループインタビュー （テーマ「当別町の未来への基礎づくり」「住民参加」）  
〔ファシリテーター（進行役） 横井寿之 北海道医療大学看護福祉学部教授〕 

 
 
 
当別町行財政システム再構築プラン（素案）パブリックコメント 

 

 

 

行政推進員会議 

 

 

 

行財政システム再構築プラン（原案）住民説明会 

年月日 内  容 

平成 16 年 11 月 5 日 第 3 グループ 

育児・教育期 5 人（女性） 

    11 月 5 日 第 4 グループ 

社会人（30～59歳） ５人（男性・女性） 

11 月 5 日 第 5 グループ 

高齢者（60～75 歳） 5 人（男性・女性） 

11 月 7 日 第 1 グループ 

高校生・大学生 6 人（男性・女性） 

11 月 7 日 第 2 グループ 

若者（19～29 歳） 4 人（男性・女性） 

期 間 内  容 

平成 16年 12月 15日

～ 

平成 17 年１月 14 日 

 

意見総数 16 件（個人・団体） 66 項目 

年月日 内  容 

平成 17 年 1 月 20 日 

 

第 1 回会議 

プラン（素案）の説明 

年月日 内  容 

平成 17 年 2 月 21 日 開催場所 商工会館            出席者数  84 人 

平成 17 年 2 月 24 日 開催場所 総合保健福祉センター「ゆとろ」 出席者数 103 人 

平成 17 年 2 月 25 日 開催場所 西当別コミュニティーセンター  出席者数  ８１人  計 268人 
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議会関係 

 

 

当別町行財政システム再構築推進本部 

 

年月日 内  容 

平成 16 年 9 月 6 日 

 

総務常任委員会 

プラン策定概要の説明 

10 月 13 日 総務常任委員会 

プラン基本方針（素案）、住民参画（パブリックインボルブメント）の説明 

12 月 7 日 総務常任委員会 

ワークショップ・グループインタビュー報告書の説明 

12 月 8 日 議員協議会 

プラン（素案）の説明 

平成 17 年 2 月 17 日 議員協議会 

パブリックコメント実施結果、プラン（原案）の説明 

2 月 28 日 総務常任委員会 

住民説明会開催結果、プラン策定検討会議からの提言内容の説明 

年月日 内  容 

平成 16 年７月 23 日 第１回会議 

推進本部設置、プラン策定方針について 

    10 月 5日 第 2 回会議 

プラン基本方針（素案）について 

10 月 27 日 第 3 回会議 

再構築調書の取りまとめ 

10 月 29 日 第 4 回会議 

再構築調書の取りまとめ 

11 月 2 日 第 5 回会議 

再構築調書の取りまとめ 

11 月 4 日 第 6 回会議 

再構築調書の取りまとめ 

11 月 5 日 

 

第 7 回会議 

平成 17 年度予算編成方針、公共施設調書、団体補助金、報酬・報償費について 

11 月 11 日 

 

 

第 8 回会議 

使用料・手数料検討委員会の検討状況報告、団体補助金、関与団体点検評価、公

共施設評価、ワーキンググループ提案、職員提案について 

11 月 17 日 

 

 

第 9 回会議 

ワークショップ・グループインタビュー実施結果報告、補助金のあり方、事務事

業評価検討事項、プラン実施計画（案）について 

11 月 24 日 

 

 

第 10 回会議 

重点施策項目、財政見通しと新規事業の取り扱い、各種委員会等の報酬・報償費、

プラン実施計画（素案）について 



 74

 

 

 

職員提案募集 

 

11 月 29 日 

 

 

第 11 回会議 

補助金の方向性、ワークショップ・グループインタビュー報告書の意見に対する

町の考え方、財政見通し、プラン実施計画（素案）について 

12 月 6 日 

 

第 12 回会議 

プラン実施計画（素案）の取りまとめ 

平成 17 年 1 月 25 日 

 

第 13 回会議 

パブリックコメント意見の取りまとめ 

2 月 14 日 

 

第 14 回会議 

プラン（原案）の取りまとめ 

3 月 23 日 

 

第 15 回会議 

住民説明会結果、プラン（最終案）について 

期 間 内  容 

平成 16 年 8 月 12 日

～ 

平成 16 年 8 月 31 日

 

意見総数７件（個人・グループ） ４１項目 
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３３  当当別別町町行行財財政政シシスステテムム再再構構築築ププラランンにに係係るる提提言言 

平成１７年２月１６日 

 

 当別町行財政システム再構築プラン策定検討会議は、昨年９月に設置され、今日まで６

回にわたり検討を重ねてきた。その狙いは、当別町が住民と行政による協働のまちづくり

を推進するとともに、行財政全般にわたり抜本的な改革を実施するため、策定を進めてい

る行財政システム再構築プランについて、検討し、提言を行うことにある。 

 この間、本会議は町から再構築プラン（素案）の内容について説明を受け、さらに種々

のアプローチ、ワークショップ、グループインタビュー、パブリックコメントなどの方法

を通して町民から寄せられた意見を参考に、これらに対する町の考え方も聴く機会をもっ

た。それらをもとにこれまでの様々な意見を取りまとめ、再構築プランに対して提言する

ものである。 

 各委員には、ご多忙中、これまで御出席いただき、熱心に議論いただいたことは、町の

発展に寄与するものと考えている。 

 再構築プランの内容の実現に向かって、着実に取り組み、行財政システムの再構築の目

的が達せられることを期待する。 

 

 

                 当別町行財政システム再構築プラン策定検討会議 

 

                         座 長  廣 重  力 

 

 

（提言事項） 

 

１ 基本方針について 

（１）住民との協働について 

  再構築プランで触れているように、右肩上がりの経済に支えられたこれまでの行政サ

ービスの提供のあり方については、住民・行政とも発想を転換し、それぞれの適切な役

割分担のもとで、協働によるまちづくりが必要となっている。 

協働の仕組みづくりに当たっては、協働の考え方や、具体的な内容について、住民に

十分浸透するよう取り組んでいく必要がある。 

 

２ 実施計画（具体的取り組み事項）について 

（１）民間委託の推進について 

  民間能力の活用と、簡素で効果的、効率的な行財政運営を確立するため、業務の民間

委託を推進することとしているが、これまでの前例にとらわれることなく、積極的に取

り組んでいく必要がある。 
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（２）小規模校の統廃合について 

  小規模小学校については、児童数の減少傾向を踏まえ、できるだけ早い時期の統廃合

を目指すこととしているが、児童の学習環境を改善する観点から、積極的に取り組んで

いく必要がある。 

 

（３）ごみの有料化の検討について 

  受益者負担の適正化の一環として、家庭系ごみの有料化について検討することとして

いるが、ごみの減量化対策と応分の負担という観点から、早期の有料化に向けて検討を

行う必要がある。 

 

（４）職員の定員管理の見直しについて 

  事務事業の見直し、民間委託、施設の統廃合などにより、職員数の適正化を図ること

とし、別途「定員管理適正化計画」を策定することとしているが、具体的な職員数が盛

り込まれていないので、具体的な職員数を明らかにする必要がある。 

 

３ 実施計画（計画期間における重点施策）について 

（１）町のグランドデザイン（第４次総合計画）との関連について 

  再構築プランでは、目指す基本方向として、「住民サービスの維持向上のための『新

たな支え合いの仕組み』づくり」「簡素で環境変化に対応できる行財政運営の再構築」

を目指すとともに、施策の重点的な展開を図ることとし、「計画期間における重点施策」

を掲げているところであるが、町のグランドデザインである第４次総合計画との関連を

示す必要がある。 

 

（２）移住促進について 

  現在、町の人口は微減傾向が続いており、首都圏の定年退職者などを呼び込むため北

海道が検討している「移住プロモーション事業」の受け皿事業として、当別町優良田園

住宅の促進について、取り組むこととしているが、人口減対策については、急務である

と考えるので、札幌など首都圏以外も広く対象とした移住促進に取り組んでいく必要が

ある。 

 

（３）子育て支援の推進について 

  「子育て支援センターの充実」については、パブリックコメントにおいて、多くの意

見が寄せられているところであるが、支援センターの運営方法については、住民と行政

がそれぞれの立場で、役割と責任を果たす協働の観点から、行政のみが担うのではなく、

町内会など地域の高齢者やボランティア等を巻き込み、地域の活性化にも繋がるような

手法を検討のうえ、利用者の立場に立った機能の充実を図る必要がある。 

 

（４）駅前れんが倉庫の整備について 

  文化創造と観光情報や地元特産品などの情報発信拠点、更には、賑わい創出を図るこ

とにより、町の活性化を図るための駅前れんが倉庫の整備については、継続的に活発な
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利用が図られるよう、住民との協働のもと、十分に検討する必要がある。 

 

４ その他 

（１）議会議員及び農業委員の定数等の削減について 

  議会議員の定数・報酬の削減、農業委員の定数削減については、町長部局とは別の機

関であるとの理由から、素案には盛り込まれていないが、パブリックコメントにおいて、

意見が寄せられており、また、策定検討会議においても、たびたび、定数等を削減すべ

きであるとの意見が出されていることから、定数等の削減を強く求める。 

 

（２）再構築プランの推進管理について 

  再構築プランの推進に当たっては、毎年度、推進状況の取りまとめを行い、住民を構

成員とする外部推進組織に報告し、住民にも広く公表することとしているが、推進管理

を着実に行い、再構築プランの内容について、全庁をあげて実現に向けて取り組んでい

く必要がある。  
 
 
 
 

44  当当別別町町行行財財政政シシスステテムム再再構構築築ププラランン策策定定検検討討会会議議設設置置要要綱綱  

  
(設置) 

第１条 当別町行財政システム再構築プランの策定について検討し、提言するため、町政

について優れた見識を有する団体の代表者等により構成する当別町行財政システム再

構築プラン策定検討会議(以下「策定検討会議」という。)を置く。 

(所掌事項) 

第２条 策定検討会議は、次の各号に掲げる事項について検討し、提言を行う。 

(１)当別町行財政再構築プラン基本方針に関すること。 

(２)当別町行財政再構築プラン実施計画に関すること。 

(組織) 

第３条 策定検討会議は、委員１０人をもって組織し、その委員は当別町区域内の専門的

知識を有する団体等の代表者のうちから、町長が任命する。 

(座長及び副座長) 

第４条 座長及び副座長は、委員の互選により定める。 

２ 座長は策定検討会議を代表し、議事その他の会務を総理する。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長事故あるときはその職務を代理する。 

(会議) 

第５条 策定検討会議は、座長が招集する。 

２ 策定検討会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
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(事務局) 

第６条 策定検討会議の庶務を処理するため企画部に事務局を置く。 

 (報酬) 

第７条 委員報酬は、支給しない。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成１６年９月１５日から施行する。 

２ この要綱は、当別町行財政システム再構築プランの策定の日に、その効力を失う。 

 

 

 

55  当当別別町町行行財財政政シシスステテムム再再構構築築ププラランン策策定定検検討討会会議議委委員員名名簿簿  

  

  

  

  

66  当当別別町町行行財財政政シシスステテムム再再構構築築推推進進本本部部設設置置要要綱綱  

  
（設置） 

第１条 分権型社会に対応し自立した個性豊かで活力ある地域社会の実現をめざし、住民

と行政の協働によるまちづくりを進めるとともに、行財政全般の改革を行ない、社会経

済情勢の変化に即応した簡素で効率的な行財政運営を推進するために、当別町行財政シ

ステム再構築推進本部（以下「本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

役職名 氏 名 団体名・職名 

座 長 廣重 力 北海道医療大学学長 

副座長 河村 佳男 当別町商工会会長 

川原 博志 北石狩農業協同組合代表理事組合長 

宮永 雅己 当別建設協会会長 

高島 勇一 当別町行政推進員連絡協議会会長 

久保 義雄 当別町歴史ボランティア会長 

大塚 初雄 太美商工振興会会長 

石本 留美子 当別町商工会女性部長 

下段 キミ 当別町消費者協会会長 

委 員 

八木 和香美 当別町ボランティア連絡協議会会長 
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（１） 行財政システム再構築プランの策定及び推進に関すること。 

（２） その他行財政システム再構築プランに係る重要事項に関すること。 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、助役及び教育長をもって充てる。 

３ 本部員は、各部長（部長相当職を含む。）をもって充てる。 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は本部を総括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 本部の会議は、本部長が召集する。 

２ 本部長は、必要があるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見又は説

明を聴くことができる。 

 （幹事会） 

第６条 本部の会議に付議すべき事案の調査検討及び調整を行なうため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。 

３ 幹事長は、企画部長をもって充て、副幹事長は、総務部長をもって充てる。 

４ 幹事長は、幹事会を総括する。 

５ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。 

６ 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が座長となる。 

７ 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外のものを幹事会に出席させることが

できる。 

８ 幹事会の幹事は、各課長（課長相当職を含む。）をもって充てる。 

 （ワーキンググループ） 

第７条 本部は、特定の事項を調査検討させるため、必要に応じてワーキンググループを

置くことができる。 

２ ワーキンググループの構成員は、本部長が指名し、その他必要な事項は、別に定める。

（庶務） 

第８条  本部及び幹事会の庶務その他の事務は、企画部行財政改革担当において処理する。 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この訓令は、平成１６年７月２３日から施行する。 
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